
事案書（■経営会議  □調整会議）      

開催日：平成２７年８月２５日（火）  

 担当課：総務部 総務課 

件  名： 行政不服審査法の施行に伴う行政不服審査体制及び関係条例の整備について 

提出理由： 行政不服審査体制及び関係条例の整備にあたり、その内容について了承を得るため 

内  容： 

１. 行政不服審査法の改正について 

（1）背景等 

・行政不服審査制度とは、行政処分に関し、国

民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し

立てる手続で、簡易迅速な手続により、国民

の権利利益の救済を図るとともに、行政の適

正な運営を確保することを目的とするもので

ある。国、地方公共団体に共通に適用される。 

・昭和 37年に制定された行政不服審査法（以下

「行服法」という。）は、行政手続法の制定及

び行政事件訴訟法の改正等関係法制度の整

備・充実を踏まえ、公正性の向上、使いやす

さの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観

点から、時代に即して抜本的に見直された。 

（2）行服法改正の概要 

≪不服申立構造の見直し≫ 

不服申立ての種類を審査請求に一元化 

≪公正性の向上≫ 

審理員制度の導入、第三者機関への諮問手続

の新設、提出書類等の謄写等 

≪使いやすさの向上≫ 

審査請求期間を 60日から 3か月に延長 

 

２. 本市における行政不服審査体制について 

（1）基本的な考え方 

・処分を行った部署（又は処分に関与した職員

等）の意向等によって審理や裁決の公正性が

損なわれることがないよう、実情を踏まえつ

つ、審理や裁決の公正性について疑念を招か

ないよう体制を整備する。 

・処分庁、審査庁、審理員及び行政不服審査会

を法律上それぞれ別個の主体として位置づ

けていることを踏まえ、それぞれに関係する

部署は、可能な限り分離する。 

（2）本市における行政不服審査体制 

審査体制 担当部署 

処分課 審査請求に係る処分を行った課 

裁決課（※1･2） 処分課の属する部の総務担当課 

審理員（※3） 審理員に必要な知識・経験等

を有する課長級の職員 

第三者機関（※4） 総務部総務課【事務局】 

 ※1 各部の総務担当課が処分を行った場合は、当

該部の部長が指定する総務担当課以外の課 

※2 総務部に係る審査請求があった場合は、総務

部長が指定する総務課及び処分課以外の課 

 ※3 原則として総務課長とし、総務課長経験者等を

個別に名簿登載 

※4 法律に基づき条例で設置する新たな附属機関 

（3）運用及び見直し 

 ・基本的には、上記（2）の体制により、審査請

求に対する審理手続を行う。 

・行政委員会等（教育委員会、監査委員等）及

び附属機関が審査庁である場合及び審理手続

の例外を条例で定める場合（情報公開・個人

情報に係る審査請求）は、ほぼ現状を維持し

た審理手続とする。 

・審理手続の実施状況を勘案し、3 年を目途に

見直しを検討する。 

 

３. 行服法の施行に伴う条例整備について 

 ①写し等の交付に係る手数料等に係るもの 

②附属機関（（仮称）大和市行政不服審査会）の

設置、組織及び運営に係るもの 

 ③附属機関の委員の報酬に係るもの 

 ④審理員審理の例外等に係るもの（大和市情報

公開条例及び大和市個人情報保護条例の改正） 

 ⑤証人等の実費弁償に係るもの 

⑥文言の整備に係るもの 

【整備手法】 

・①②は、新たに制定する（仮称）大和市行政不

服審査法施行条例で規定（手数料の額は、情報

公開制度と同額） 

・③④⑤⑥は、同条例の附則で改正 

経  過 

H26.6   行服法公布（公布の日から2年を超えな

い範囲内の政令で定める日（平成 28 年 4

月1日の予定）から施行） 

H27.4～6 行政不服審査体制庁内検討会議（全 3

回）における検討 

今後の予定 

H27. 9   横浜地方検察庁との協議 

H27. 9   市民意見公募手続の実施 

H27.10  大和市情報公開審査会及び大和市個人

情報保護審査会への諮問・答申 

H27.12  条例制定議案の提出 

H28.2～3 行服法に係る庁内説明会の開催 

 


